
　

町
で
は
、「
宇
美
町
第
５
次
総
合
計
画
」
の
基

本
理
念
で
あ
る
『
ま
な
び
の
森
に
育
む
地
域
力

で
築
く
共
働
の
ま
ち
づ
く
り
』
を
実
現
す
る
た

め
、
行
政
組
織
機
構
を
見
直
し
、
再
編
し
ま
す
。

　

再
編
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
新
設
】

子
育
て
支
援
課

℡
９
３
４
・
２
２
５
０

う
み
ハ
ピ
ネ
ス
の
子
育
て
支
援
係
と
、
本
庁
舎

の
子
ど
も
手
当
係
が
、「
子
育
て
支
援
課
」
と

な
っ
て
、
本
庁
舎
の
２
階
に
新
設
。

〔
担
当
事
業
〕

保
育
園
／
学
童
保
育
／
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
／
子
ど
も
手
当
／
児
童
扶
養
手
当
／
児

童
虐
待
等
の
相
談
な
ど

共
働
の
ま
ち
づ
く
り
課

℡
９
３
４
・
２
３
７
０

町
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、

「
地
域
力
」
を
原
動
力
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
く
た
め
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

２
階
に
新
設
。

〔
担
当
事
業
〕

共
働
の
推
進
／
生
涯
学
習
の
推
進
／
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
／
男
女
共
同
参
画
の

推
進
／
働
く
婦
人
の
家
な
ど

※
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
町
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
℡
９
３
３
・
１
１
１
０
）
は
、
う
み
ハ
ピ
ネ
ス

内
に
７
月
４
日
（
月
）
に
開
設
し
ま
す
。

広報うみ　２３　広報うみ　

私立幼稚園就園奨励費補助のお知らせ
　宇美町では、国からの一部補助を受け、宇美町在住で私立幼稚園に通園中の園児がいる家庭に対し、保

育料等の補助を行っています。

　手続きについては、毎年６月頃に各幼稚園を通じて行い、審査のうえ、翌年２月頃に補助額の確定を

行っています（振込は、２月下旬頃に各幼稚園を通じて行います）

●対象園児

宇美町に居住（住民登録）し、私立幼稚園に通園している下記の園児

・満３歳児（満３歳に達した幼児が翌年４月を待たずに年度の途中から入園する園児のこと）

・３歳児（平成 19年４月２日～平成 20年４月１日生）

・４歳児（平成 18年４月２日～平成 19年４月１日生）

・５歳児（平成 17年４月２日～平成 18年４月１日生）

※詳細については各幼稚園から配布される「《保護者のみなさま》平成 23年度　　　　　　　　　　　　

　幼稚園就園奨励費補助金のお知らせ」をご覧ください。

補助対象となる世帯及び限度額（年額）

１、父母とそれ以外の家計の主催者である扶養義務者の所得割課税額を合算して所得階層区分を決定します。

２、途中入 ・ 退園及び休園の場合は、在園期間中に支払われている保育料に応じた額となります。

３、同一世帯での両条件の組み合わせはできません（例：第２子→新条件の補助限度額、第３子→従来条件の補助限度額　など）

４、兄・姉が保育所または認定こども園や特別支援学校幼稚部、障害児通園施設に通園している場合、第２子以降の対象とします。

５、「従来条件」と「新条件」の両方に該当する園児を有する場合は、該当する世帯全体の総負担額を両条件で比較し、保護者負担の低い

　　方の条件を適用させていただきます。

①生活保護法

の規定による

保護を受けて

いる世帯

従来条件：同一世帯から１人または複数就園して      

　　　　　いる場合

第１子 第２子 第３子

1人就園の場合

及び同一世帯か

ら２人以上就園

している場合の

最年長者

223,200円

②当該年度に

納付すべき市

町村民税が非

課税となる世

帯、または当

該年度に納付

すべき市町村

民税の所得割

課税額が非課

税となる世帯

③当該年度に

納付すべき市

町村民税の所

得割課税額

が：34,500円

以下の世帯

④当該年度に

納付すべき市

町村民税の所

得割課税額が

183,000円以

下の世帯

同一世帯から２

人以上就園して

いる場合の次年

長者

同一世帯から３

人以上就園して

いる場合の左記

以外の園児

新条件：小学校１～３年生の兄・姉を有し、弟・妹

　　　　が就園している場合

第２子 第３子

小学校１年生から

３年生までの兄・

姉を１人有してお

り、就園している

場合の最年長者

小学校１年生から３年生までの兄・

姉を有しており、同一世帯から２人

以上就園している場合の左記以外

の園児及び小学校１～３年生に兄・

姉を２人以上有している園児

補助の

対象世帯

区分

193,200円

109,200円

46,800円

264,000円

249,000円

207,000円

175,000円

303,000円

303,000円

303,000円

303,000円

244,000円

222,000円

159,000円

111,000円

303,000円

303,000円

303,000円

303,000円

【問い合わせ】学校教育課　℡９３４－２２４５

機
構
改
革 

７
月
１
日
か
ら

宇
美
町
役
場
の
窓
口
が
一
部
変
わ
り
ま
す
。

【
課
名
の
変
更
】

（
役
場
別
館
１
階
）
建
設
課
を
都
市
整
備
課

へ
改
名
。

（
役
場
別
館
３
階
）
政
策
経
営
課
を
総
合
政
策

経
営
課
へ
改
名
。

（
役
場
南
別
館
）
地
域
振
興
課
を
産
業
振
興

課
へ
改
名
。

【
事
業
の
所
属
課
変
更
】

・
福
祉
巡
回
バ
ス
（
ハ
ピ
ネ
ス
号
）
の
事
業
は
、

産
業
振
興
課
（
役
場
南
別
館
）
へ

・
屋
外
広
告
物
の
事
業
は
、
環
境
課
（
役
場
南

別
館
）
へ

・
都
市
計
画
・
建
築
確
認
申
請
の
事
業
は
、
都

市
整
備
課
（
役
場
別
館
１
階
）
へ

【
問
い
合
わ
せ
】

総
務
課　

℡
９
３
２
・
１
１
１
１

宇
美
町
社
協
事
務
所
移
転
の
お
知
ら
せ

　

宇
美
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
務
所
が
、７

月
４
日
（
月
）
よ
り
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
う
み

ハ
ピ
ネ
ス
（
旧
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
側
）

へ
移
転
し
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

宇
美
町
社
会
福
祉
協
議
会

℡
９
３
１
・
１
０
０
８

平成 23 年７月１日からの配置図

【出先機関】

■地域交流センターうみ・みらい館　

　〔１階〕町立図書館（社会教育課図書館係）　〔２階〕生涯学習センター（共働のまちづくり課）

■住民福祉センター・中央公民館　　社会教育課

■健康福祉センターうみハピネス　　健康福祉課（健康づくり推進室）

〔３階〕

議会事務局

〔２階〕

子育て支援課

〔１階〕

総務課、住民課、健康福祉課、税務課

〔２階〕

学校教育課

〔３階〕

総合政策経営課

総務課（管財室）

〔１階〕

都市整備課

【南別館】

上下水道課

産業振興課

環境課

通
路

【本庁舎】

【別館】


